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告 示

北海道告示第２３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、てしおがわ土地改良区
から、次のとおり役員の退任の届出があった。
平成２３年１月１４日

北海道知事 高 橋 はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２２．１２．７ 理 事 後 藤 優 一 士別市多寄町３８線東３番地

北海道告示第２４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、篠津中央土地改良区か
ら、次のとおり役員の氏名変更の届出があった。
平成２３年１月１４日

北海道知事 高 橋 はるみ
理事・監事の別 変 更 前 変 更 後
監 事 � 本 克 巳 柳 本 克 巳

北海道告示第２５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２３年１月１４日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２２．１２．２７ 旭川土地改良区
同 ２３．１．４ 東和土地改良区
同 富良野土地改良区

北海道告示第２６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２３年１月１４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 松前郡福島町字岩部５８の４・６１の１・６２・６３・６４の１・

６４の２・６５の２（以上７筆について次の図に示す部分に限
る。）

２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島総合振
興局産業振興部林務課及び福島町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
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定する。
平成２３年１月１４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林の所在場所 函館市瀬田来町２６９の３（次の図に示す部分に限る。）
� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所 浦河郡浦河町字絵笛４２６の４・４２６の５・４２７の１（以上３筆
について次の図に示す部分に限る。）、４２６の２、４２７の２

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局及
び振興局の産業振興部林務課並びに函館市役所及び浦河町役場に備え置いて縦覧に供す
る。）

北海道告示第２８号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２３年１月１４日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 保安林予定森林の所在場所 爾志郡乙部町字花磯６９の１地先・６９の４・６９の５・７０
の４（以上１筆地先３筆について次の図に示す部分に限
る。）、６９の１、６９の６、６９の７、７０の１、７１、７２、７３
の１、７３の４、８０の１、８０の２

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 日高郡新ひだか町静内入船町１９（国有林。次の図に示
す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２９号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２３年１月１４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 石狩郡新篠津村（国有林。次の図に示す部分に限

る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び新篠津村役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
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要件を変更する。
平成２３年１月１４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
常呂郡佐呂間町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
佐呂間町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

常呂郡佐呂間町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 魚つき
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
佐呂間町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

常呂郡佐呂間町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道オホーツク
総合振興局産業振興部林務課及び佐呂間町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３１号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２３年１月１４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
夕張郡由仁町・網走郡美幌町・大空町（以上３町に
ついて次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
由仁町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

夕張市・沙流郡平取町・網走郡大空町（以上１市２
町について次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
夕張市・平取町（以上１市１町について次の図に示す部分に限る。）、大空町

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
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３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

網走郡美幌町・大空町（以上２町について次の図に
示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

常呂郡佐呂間町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
佐呂間町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

５� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

常呂郡佐呂間町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）

� 保安林として指定された目的 魚つき
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
佐呂間町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部

林務局治山課並びに夕張市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部に
備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２３年１月１４日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 静内浦河線 浦河郡浦河町字絵笛５４８番１地先から同郡浦河町字絵笛３３０番１地先まで 平成２３．１．１４

北海道告示第３３号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２３年１月１４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

小�奥沢３丁目�（�－１－１６８－７０５）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市奥沢３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�奥沢４丁目１（�－１－１６９－７０６）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市奥沢４丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�奥沢４丁目２（�－１－１７０－７０７）
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� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市奥沢４丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�奥沢４丁目３（�－１－１７２－７０９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市奥沢４丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�奥沢５丁目１（�－１－１７４－７１１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市奥沢５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�奥沢５丁目４（�－１－３７－５９０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市奥沢５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�富岡１丁目３（�－１－１１４－６５１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市富岡１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊
 当該自然現象により建築物に作用されると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�富岡１丁目４（�－１－１１５－６５２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市富岡１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用されると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�緑３丁目５（�－１－２６－５７９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市緑３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用されると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�緑３丁目６（�－１－２８－５８１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市緑３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用されると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を北海道後志総合振興局小�建設管理部に備え置いて縦
覧に供する。）

道 教 育 庁 オ ホ ー ツ ク
教 育 局 告 示

北海道教育庁オホーツク教育局告示第２号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
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なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年１月１４日

北海道教育庁オホーツク教育局長 森 徳 男
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
北海道美幌農業高等学校学科転換に係る物品購入
土壌硬度計ほか全９品目（９台）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
� 納 入 期 日 平成２３年３月３１日（木）
 納 入 場 所 北海道美幌農業高等学校
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２１年北海道告示第８号又は平成２２年北海道告示第２３号に規定する物品の購入の資
格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 当該調達物品に関し、仕様書に記載の要件を満たしていることを確認できる者である
こと。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年１月１４日から同月３１日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午後５時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７条西３丁目

北海道教育庁オホーツク教育局企画総務課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁オホーツク教育局企画総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 網走市北７条西３丁目 北海道オホーツク合同庁舎３階２号

会議室（送付による場合は、郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７

条西３丁目北海道教育庁オホーツク教育局企画総務課）
� 入 札 日 時 平成２３年２月８日（火） 午前１０時（送付による場合は、同

月７日（月）までに必着）
� 開 札 場 所 �に同じ。
 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２２年１０月１日付け北海道教育庁オホーツク教育局告示第１３号

８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量１００グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（okhokyo.1soumu@

pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。
９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道教育庁オホーツク教育局企画総務課
� 所 在 地 郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７条西３丁目

電話番号０１５２－４１－０７５０
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

Soil hardnessmeter and so on 9 items 9 in total

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., February 8, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than February 7, 2011)

Ｃ Contact : Accounting Division, General Affairs Department, Okhotsk District Bureau of
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Education, Hokkaido Office of Education, Nishi 3, Kita 7, Abashiri 093-8619 Japan

Phone : 0152-41-0750
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